
い
わ
ゆ
る
神
勅
文
の
成
立
と
仏
教

田

村

圓
．
澄
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〔
要
約
漏
　
天
孫
降
臨
説
話
の
な
か
で
、
最
も
発
展
し
た
形
を
示
す
『
日
本
書
紀
』
第
一
の
一
書
に
あ
ら
わ
れ
る
ア
マ
テ
ラ
ス
大
神
は
、
光
り
輝
く
装
い
を

し
、
岡
土
統
一
の
「
言
葉
」
を
発
し
、
そ
し
て
皇
心
神
で
あ
る
こ
と
に
要
約
さ
れ
る
が
、
こ
の
神
格
の
形
成
に
、
仏
教
の
影
響
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

天
武
・
持
統
朝
の
国
家
仏
教
形
成
期
に
重
用
さ
れ
た
『
金
光
明
経
』
の
記
述
は
、
光
り
輝
く
表
現
で
満
た
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
光
明
は
、
太
陽
に
た
と
え

ら
れ
て
い
る
。
ほ
の
類
い
仏
殿
に
安
置
さ
れ
た
金
銅
仏
が
か
も
し
出
す
金
色
の
イ
メ
ー
ジ
も
、
　
「
天
照
大
神
」
像
に
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
君
主
の
絶

対
性
に
宗
教
的
根
拠
を
与
る
教
説
も
、
こ
の
経
典
に
用
意
さ
れ
て
い
た
。
ア
マ
テ
ラ
ス
が
五
部
神
ら
を
前
に
し
て
、
一
＝
一
ギ
に
国
土
統
治
の
命
令
を
下
し
、

皇
統
の
無
窮
を
祝
福
す
る
構
想
は
、
経
典
で
仏
が
弟
子
ら
の
成
仏
を
証
言
す
る
「
懸
記
」
の
思
想
を
思
わ
せ
る
。
い
わ
ゆ
る
神
勅
文
を
ふ
く
む
天
孫
降
臨
　
〃

説
話
の
奉
唱
の
天
と
し
て
、
天
武
・
持
覇
・
活
躍
し
た
中
臣
大
嶋
を
あ
げ
た
い
．
　
　
　
史
林
五
・
堂
．
エ
九
七
葦
三
月
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
び
『
記
』
　
『
紀
瞼
に
比
し
て
、
内
容
に
後
期
的
な
性
質
を
多
く
含
む
『
古

　
　
　
一
　
天
孫
降
臨
説
話
の
問
題
点
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
語
拾
遺
』
の
所
伝
を
除
き
、
　
『
古
事
記
』
お
よ
び
『
書
紀
』
の
本
文
、
な
ら

　
　
　
　
　
　
①

　
三
口
㎜
彰
英
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
天
孫
降
臨
説
話
は
、
　
『
古
事

記
』
　
『
日
本
警
紀
』
な
ど
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
　
『
書
紀
』
に
は
、
本
文
の

ほ
か
に
、
八
個
の
「
一
書
日
」
と
、
四
個
の
「
一
云
」
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、

『
古
事
記
』
な
ど
の
所
伝
を
合
す
れ
ば
、
す
べ
て
十
五
の
所
伝
を
数
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
の
な
か
で
、
神
話
的
な
内
容
を
欠
き
、
単
な
る
系
譜
的
な

神
名
の
羅
列
に
と
ど
ま
る
『
書
紀
』
の
第
三
・
第
七
・
第
八
の
「
一
難
日
」

と
、
　
「
第
七
一
書
日
」
の
下
に
収
め
ら
れ
た
四
姻
の
「
一
云
」
の
所
転
、
お

び
に
同
第
一
・
第
二
・
第
四
・
第
六
の
各
一
書
の
都
合
六
欄
の
所
伝
が
、
天

孫
降
嬌
説
話
の
成
立
や
脚
9
6
展
過
程
を
解
く
直
接
の
史
料
と
な
る
。
さ
て
こ
れ

ら
の
所
伝
を
、

　
e
降
臨
を
司
令
す
る
神

　
◎
降
臨
す
る
神

　
㈲
降
臨
神
の
容
姿

　
㈲
降
臨
地
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㈱
随
伴
す
る
神
々

　
㈱
神
宝
の
授
与

　
㈹
統
治
の
神
勅

の
七
つ
の
要
素
に
よ
っ
て
分
析
す
る
と
、
六
個
の
所
伝
は
、
構
成
内
容
の
簡

単
な
も
の
か
ら
複
雑
な
も
の
へ
と
発
展
し
て
い
る
こ
と
が
あ
ぎ
ら
か
で
あ
る
。

こ
れ
を
前
後
に
配
列
す
る
と
、

　
ω
『
書
紀
』
本
文

　
②
『
輩
瀦
鵜
』
第
六
ノ
一
壁
訂

　
③
　
『
書
紀
』
第
四
ノ
一
書

　
㈲
『
書
紀
』
彦
山
ノ
一
書

　
㈲
『
古
事
記
』

　
⑥
『
書
紀
』
第
一
ノ
一
書

と
な
る
。
天
孫
降
臨
説
話
は
、
ω
↓
⑥
へ
発
展
し
た
と
推
定
さ
れ
る
（
「
天
孫

降
臨
説
話
比
較
表
」
参
照
）
。

　
さ
て
ω
②
㈹
を
㈱
グ
ル
ー
プ
、
ω
⑤
⑥
を
圖
グ
ル
…
プ
と
す
る
と
、
こ
の

両
グ
ル
…
プ
に
は
、
内
容
構
成
に
お
い
て
、
明
白
な
相
違
の
あ
る
こ
と
が
知

　
　
　
　
　
　
②

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
e
「
降
臨
を
司
令
す
る
神
」
と
し
て
、
㈲
グ
ル

ー
プ
は
、
タ
ヵ
ミ
ム
ス
ビ
一
々
を
あ
げ
て
い
る
の
に
対
し
、
働
グ
ル
ー
プ
は
、

タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
（
タ
カ
ギ
ノ
カ
ミ
）
と
ア
マ
テ
ラ
ス
の
二
柱
、
な
い
し
ア
マ

テ
ラ
ス
一
柱
を
あ
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
爾
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
ア
マ
テ

ラ
ス
の
登
場
が
注
意
さ
れ
る
。
◎
「
降
臨
す
る
神
」
は
、
㈹
グ
ル
ー
プ
で
は

ホ
ノ
一
＝
一
ギ
一
柱
で
あ
る
が
、
㈱
グ
ル
ー
プ
で
は
、
ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
、
・
・
ミ
が

あ
ら
わ
れ
、
後
に
一
＝
一
ギ
に
代
わ
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
働
グ
ル
ー
プ
で
は
、

ホ
ノ
一
＝
一
億
の
父
の
ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
が
出
て
く
る
。
⇔
「
降
臨
神
の
容

姿
」
は
、
㈱
グ
ル
ー
プ
で
は
、
真
無
量
裳
に
覆
わ
れ
て
い
る
が
、
働
グ
ル
ー

プ
で
は
、
ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
が
降
臨
す
る
際
に
、
一
網
ギ
が
生
誕
し
た
こ

と
に
な
っ
て
お
り
、
と
く
に
容
姿
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
㈲
「
降

晦
地
」
だ
け
は
、
日
向
の
高
千
穂
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、
㈹
グ
ル
ー
プ
と

働
グ
ル
ー
プ
と
は
共
通
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
で
お
く
。
㈲

「
随
伴
す
る
神
々
」
は
、
㈱
グ
ル
ー
プ
の
ω
②
で
は
記
さ
れ
ず
、
㈲
で
、
ア

一・

c
オ
シ
ヒ
（
山
入
鷹
什
氏
の
祖
）
と
ア
マ
ク
シ
ツ
オ
オ
ク
メ
（
来
目
部
の
祖
）
の

二
柱
が
あ
げ
ら
れ
る
に
と
ど
ま
る
が
、
働
グ
ル
ー
プ
で
は
、
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ

を
筆
頭
と
す
る
諸
部
神
が
そ
ろ
っ
て
い
る
。
㈹
「
神
宝
の
授
与
」
は
、
㈱
グ

ル
…
プ
で
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
働
グ
ル
ー
プ
で
は
、
神
鏡
ま
た
は
一
二
種

の
神
宝
の
授
与
を
戴
せ
て
い
る
。
㈲
「
統
治
の
神
勅
」
は
、
㈱
グ
ル
ー
プ
に

は
な
く
、
㈲
グ
ル
ー
プ
の
う
ち
、
㈲
⑥
で
記
さ
れ
て
い
る
。

　
働
グ
ル
ー
プ
で
、
e
「
降
臨
を
司
令
す
る
神
」
と
し
て
ア
マ
テ
ラ
ス
が
あ

ら
わ
れ
、
ま
た
、
爾
「
随
伴
す
る
神
々
」
と
し
て
、
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
を
中
心

と
す
る
諸
神
が
加
わ
る
が
、
こ
の
両
老
は
相
互
に
関
連
を
も
っ
て
い
る
。
た

と
え
ば
、
ω
に
よ
れ
ば
、
ア
マ
テ
ラ
ス
か
ら
、
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
を
上
首
と
す

135　（313）



天
孫
降
綿
説
話
比
較
袈
（
三
品
彰
英
「
日
本
神
謡
論
」
に
よ
る
）

易㈲⑧

ω
『
日
本
書
紀
』
本
文

②
同
、
鮒
叩
六
ノ
一
堂
口

③
同
、
第
四
ノ
一
書

ω
同
、
第
ニ
ノ
一
嘗

㈲
『
古
　
事
　
記
』

（6）

第冒

ノ本
一；1　t’l

　L匡碗㍗

窟記

　M

e
降
臨
を
司
令
す

　
る
神

タ
カ
ミ
ム
ス
ビ

タ
カ
ミ
ム
ス
ビ

タ
カ
ミ
ム
ス
ビ

タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
と

ア
マ
テ
ラ
ス

タ
カ
ギ
ノ
カ
ミ
と

ア
マ
テ
ラ
ス

ア
マ
テ
ラ
ス

口
降
臨
す
る
神

ホ
ノ
一
＝
一
ギ

ホ
ノ
ロ
＝
一
ギ

ホ
ノ
一
＝
一
口

ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ

ミ
、
の
ち
に
一
＝
一

ギ
に
代
わ
る

ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ

ミ
、
の
ち
に
一
＝
一

ギ
に
代
わ
る

ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ

ミ
、
の
ち
に
ニ
ニ

ギ
に
代
わ
る

㊧
降
臨
神
の
容
姿

真
糞
垂
裳
に
包
ま

れ
た
嬰
児

真
床
追
口
に
包
ま

れ
た
嬰
児

真
床
間
余
に
包
ま

れ
た
嬰
児

虚
窒
で
出
誕
し
た

嬰
児

降
臨
間
際
に
虚
誕
、

た
だ
し
容
姿
に
は

．
特
鋼
の
記
載
な
し

降
臨
間
際
に
出
張
、

、
容
姿
に
は
記
載
な

し

鱒
降
臨
　
地

日
向
襲
高
千
穂
峯

日
向
襲
高
千
穂
山

添
峯

日
向
襲
高
千
穂
掘

日
二
上
峯

日
向
滞
日
高
千
穂

峯日
向
高
千
穂
久
士

暗
流
多
気

重日塑
．

　書鞘

　千
　穂
　櫨
　触

㈲
随
伴
す
る
神
々

クアア

メママ
　クツ
　シオ
　ッシ
　オヒ
　オ・

諸プア
部トメ
神タノ

　マコ
　　ヤ
　　ネ

・・ Pトチオメメマコ五
アア・ワカモ…　　ヤ伴
マメサケライタイアネ緒
ツノル・オカマシメ・（
ク一間ト・ネノコノブア
メシヒョイ・ヤリウトメ
　ヒコウワタYドズタノ

五
部
神
（
ア
メ
ノ

コ
ヤ
ネ
・
フ
ト
タ

マ
・
ア
メ
ノ
ウ
ズ

メ
・
イ
シ
コ
リ
ト

メ
・
タ
マ
ノ
や
Y

サ
ル
タ
ヒ
コ

㊧
神
宝
の
授
与

神
鏡
の
授
与

一二

岦
_
宝
の
授
与

一二

岦
_
常
一
の
授
与

㈹
統
治
の
神
勅

神降
勅穂
　ノ
　園
　統
　治
　の

臨
就
治
の
天
壌
無
燗
躬

の
神
勅
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る
諸
部
神
に
対
し
、
［
＝
一
転
に
随
従
す
る
任
務
が
、
あ
る
い
は
、
ニ
ニ
ギ
に

授
け
ら
れ
た
神
鏡
を
防
護
す
る
任
務
が
与
え
ら
れ
る
が
、
ア
マ
テ
ラ
ス
と
ア

メ
ノ
コ
ヤ
ネ
と
の
関
係
、
ま
た
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
と
諸
神
と
の
関
係
は
、
㈲
⑥

に
お
い
て
も
変
る
こ
と
が
な
い
。
天
孫
降
臨
説
話
は
、
宮
廷
の
大
嘗
祭
・
新

纂
の
縁
起
謳
と
考
え
え
る
⑲
・
な
お
私
は
・
岩
戸
が
く
れ
説
話
を
含
め
・

こ
れ
ら
の
説
話
の
成
立
の
背
景
に
、
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
を
祖
と
す
る
中
三
二
が
、

宮
廷
祭
官
団
の
最
上
位
の
座
を
確
保
し
、
ま
た
宮
廷
三
二
の
最
高
座
に
、
ア

マ
テ
ラ
ス
が
皇
祖
神
と
し
て
迎
え
写
れ
た
事
実
が
あ
っ
た
と
思
う
。
旧
稿
で

私
は
、
㈲
グ
ル
ー
プ
に
見
ら
れ
る
天
孫
降
臨
説
話
の
改
作
、
す
な
わ
ち
、
ア

マ
テ
ラ
ス
と
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
と
の
不
可
分
の
関
係
の
設
定
、
ア
メ
ノ
オ
シ
ホ

ミ
ミ
の
付
加
、
ま
た
神
宝
・
神
勅
の
授
与
な
ど
の
修
正
加
筆
の
主
導
権
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

中
臣
大
嶋
と
藤
原
不
比
等
の
両
名
に
帰
せ
ら
れ
る
と
考
え
た
が
、
本
稿
で
は
、

門
神
勅
文
」
の
成
立
と
、
こ
れ
に
及
ぼ
し
た
仏
教
の
影
響
に
つ
い
て
私
見
を

述
べ
た
い
。

①
三
贔
彰
英
「
記
紀
神
話
異
伝
研
究
の
一
真
」
（
『
日
鮮
神
話
伝
説
の
研
究
』
所

　
収
隅
京
都
、
一
九
鰻
三
年
）
・
同
「
日
本
神
誕
論
」
　
（
『
岩
波
講
座
・
房
本
歴
史
』

　
2
3
、
別
巻
3
、
爽
京
、
…
九
六
四
年
）
。

②
　
田
村
圓
澄
「
天
孫
降
臨
説
話
と
中
臣
・
藤
原
氏
」
（
『
史
淵
』
一
〇
三
輯
、
福
岡
、

　
一
九
七
一
年
）
。

③
松
前
健
「
火
嘗
祭
と
寵
紀
神
話
」
（
『
日
本
書
紀
研
究
』
第
四
冊
所
収
、
東
京
、

　
一
九
七
〇
年
）
。

、

④
な
お
田
村
圓
澄
「
藤
原
氏
と
中
悪
意
」
（
冒
本
歴
史
』
こ
五
〇
号
、
東
京
、
｝

　
九
山
ハ
九
夏
）
参
昭
川
。

　
　
　
　
　
二
　
『
金
光
明
経
』
と
ア
マ
テ
ラ
ス

　
㈹
「
統
治
の
神
勅
」
は
、
㈲
『
古
事
記
』
と
、
⑥
『
書
紀
』
第
一
ノ
一
書

に
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
前
者
で
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
タ
カ
ギ
ノ
カ
ミ
の
命

を
受
け
、
ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
に
、

　
④
今
、
葦
原
中
魑
平
け
詑
へ
ぬ
と
白
す
、
故
、
言
依
さ
し
賜
へ
り
し
随
に
、
降
り
坐

　
　
し
て
知
う
し
腫
せ
。

と
告
げ
る
。
そ
の
間
に
ニ
ニ
ギ
が
生
ま
れ
た
の
で
、
ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
は
、

代
わ
り
に
一
＝
一
ギ
を
降
し
た
い
旨
を
申
し
繊
で
、
ア
マ
テ
ラ
ス
は
承
知
す
る
。

そ
し
て
一
＝
一
ギ
に
向
っ
て
、

　
ω
此
の
豊
葦
原
の
水
穂
国
は
、
汝
知
ら
さ
む
国
な
り
。

と
命
ず
る
の
で
あ
る
。

　
後
者
に
よ
れ
ば
、
ア
マ
テ
ラ
ス
は
ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
を
降
そ
う
と
す
る

が
、
そ
の
間
に
ニ
ニ
ギ
が
生
ま
れ
る
。
ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
は
ニ
ニ
ギ
を
代

わ
り
に
降
す
こ
と
を
求
め
、
ア
マ
テ
ラ
ス
は
こ
れ
を
認
め
て
、
ニ
ニ
ギ
に
三

種
の
神
宝
を
授
け
、
ま
た
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
ら
の
五
部
神
に
随
従
を
命
じ
、
そ

し
て
ニ
ニ
ギ
に
対
し
て
、

　
④
葦
原
千
五
首
秋
之
瑞
穂
国
、
是
吾
子
孫
二
王
之
地
車
、
宜
爾
皇
孫
就
而
治
焉
、
行

　
　
突
、
宝
酢
隆
当
与
二
天
壌
一
無
レ
窮
者
夷
。
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と
告
げ
る
軌

　
前
老
で
は
、
ア
胃
、
テ
ラ
ス
が
タ
カ
ギ
ノ
カ
ミ
の
命
を
受
け
、
ニ
ニ
ギ
に
告
、

げ
た
こ
と
に
な
っ
て
臥
4
0
り
、
水
穂
国
の
統
治
を
、
　
「
汝
」
の
み
に
か
け
て
い

る
。
後
者
で
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
一
＝
一
ギ
に
伝
え
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、

神
勅
文
⑥
の
前
段
で
は
、
瑞
穂
国
の
統
治
が
、
　
「
吾
が
子
孫
」
に
か
け
ら
れ
、

ま
た
そ
の
後
段
で
は
、
統
治
の
永
遠
性
が
祝
福
さ
れ
て
い
る
。

　
さ
て
神
勅
文
⑥
の
成
立
に
つ
い
て
、
津
田
左
右
吉
氏
は
、
そ
の
前
半
は
、

も
と
国
語
で
書
か
れ
て
あ
っ
た
旧
辞
の
面
影
を
の
こ
し
て
お
り
、
ま
た
文
掌

の
上
で
、
旧
辞
の
文
を
書
き
改
め
た
ら
し
い
形
迩
が
見
ら
れ
な
い
の
に
対
し
、

「
訓
電
皇
孫
就
而
治
鷲
」
以
下
の
後
半
は
、
金
体
が
漢
文
で
あ
り
、
前
半
と

調
子
が
あ
わ
な
い
こ
と
を
指
鏑
し
、
　
「
こ
の
漢
文
の
都
分
は
其
の
胃
体
が
書

紀
の
編
者
の
修
補
と
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
さ
れ
た
。
津
田
氏
に
よ

れ
ば
、
天
地
を
長
久
と
し
無
霧
と
す
る
こ
と
は
、
世
界
の
終
末
、
も
し
く
は

そ
の
壊
滅
と
再
生
と
の
循
環
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
考
え
な
か
っ
た
シ
ナ

人
に
特
有
の
思
想
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
神
勅
文
の
後
半
部
分
は
、
シ
ナ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

思
想
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
家
永
三
郎
氏
は
、
「
黒
酢
之
隆
嶺
与
二
天
端
一
貫
レ
窮
」
の
用

宇
に
注
目
し
、
宝
酢
長
久
の
祈
願
が
、
七
世
紀
の
大
陸
お
よ
び
日
本
の
仏
教

界
に
お
い
て
著
し
か
っ
た
事
実
を
ふ
ま
え
て
、
当
待
の
仏
教
の
願
文
の
類
が
、

神
勅
文
の
後
半
の
潤
色
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
説
か
れ
た
。
ま
た
家
永

氏
は
、
日
本
の
囲
有
思
想
に
は
、
不
変
常
住
を
意
味
す
る
「
登
許
」
　
「
常
」

の
観
念
は
あ
る
が
、
有
限
の
否
定
に
お
い
て
成
立
す
る
無
限
の
観
念
は
、
十

分
に
定
立
し
え
な
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
、
「
無
窮
」
の
観
念
の
成
立
に
、
仏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

教
流
行
の
歴
史
酌
背
景
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

　
神
勅
文
に
お
け
る
仏
教
の
影
響
を
指
摘
し
た
家
永
氏
の
所
論
は
創
見
に
富

み
、
示
唆
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
私
は
、
⑥
『
書
紀
』
第
一
ノ
一
書
に

お
け
る
神
勅
文
の
構
想
そ
の
も
の
に
、
仏
教
思
想
が
影
響
を
与
え
て
い
る
と

考
え
る
の
で
あ
る
。
考
察
の
順
序
と
し
て
、
神
勅
文
と
闘
期
す
る
ア
マ
テ
ラ

ス
の
神
格
の
形
成
の
問
題
か
ら
始
め
よ
う
。

　
ア
マ
テ
ラ
ス
郡
天
照
大
神
は
、
元
来
は
、
太
陽
そ
の
も
の
と
し
て
の
「
日

神
」
（
『
日
本
書
鞘
』
巻
一
、
四
神
出
生
条
）
で
あ
り
、
次
に
、
太
陽
神
に
仕
え
る

巫
女
が
神
格
化
し
た
「
大
日
嬰
貴
」
（
詞
上
）
の
段
階
に
進
み
、
最
終
的
に
、

「
光
華
明
彩
、
照
昌
徹
於
六
合
之
内
こ
（
同
上
）
る
「
天
照
大
神
」
が
成
立
し

た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
光
り
輝
く
ア
卿
、
テ
ラ
ス
の
神
格
の
成
立
は
、

最
後
の
発
展
段
階
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。
こ
れ
を
瀦
の
面
か
ら
見
れ
ば
、

「
日
神
」
は
、
い
わ
ば
自
然
神
の
範
疇
で
理
鰹
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
し
た

が
っ
て
、
　
「
言
葉
」
を
発
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
か
り
た
。
ま
た
「
大
日
饗

貴
」
は
、
　
「
職
神
」
に
仕
え
る
女
性
で
あ
り
、
そ
の
限
り
、
選
ば
れ
た
聖
職

藩
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
み
ず
か
ら
光
り
輝
く
主
体
に
は
な
り
え
な
か
っ
た
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
　
「
天
照
大
神
」
に
特
徴
的
な
こ
と
は
、
第
一
に
、
国
土
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いわゆる「神勅文」の成立と仏教（田村）

統
治
の
「
言
葉
」
“
神
勅
を
も
ち
、
窮
二
に
、
光
り
輝
く
装
い
を
し
て
お
り
、

そ
し
て
第
三
に
、
等
質
神
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
ア
門
、
テ
ラ
ス
の
．
特
性
を
、
右
の
三
点
に
要
約
し
た
場
合
門
私
は
、
こ
の
特

性
の
形
成
に
、
仏
教
の
思
想
、
と
く
に
『
金
光
明
経
』
の
経
説
が
、
直
接
に

影
響
を
及
ぼ
し
た
と
考
え
る
。

　
ま
ず
、
日
本
に
お
け
る
『
金
光
明
経
』
の
重
用
の
経
過
を
概
観
す
る
な
ら

ば
、
周
知
の
よ
う
に
、
「
氏
族
仏
教
」
と
し
て
定
着
し
た
日
本
の
仏
教
は
、
鋳

明
天
皇
の
時
代
に
、
よ
う
や
く
宮
廷
に
迎
え
入
れ
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
欝

明
天
皇
に
よ
る
百
済
寺
の
造
営
や
（
蔚
明
紀
十
一
年
条
）
、
ま
た
厩
鷲
宮
に
お
け

る
恵
隠
の
『
無
量
寿
経
』
の
講
説
は
（
傍
明
紀
十
二
年
五
月
条
）
、
仏
教
が
富
廷

に
入
り
、
そ
し
て
そ
こ
で
受
け
容
れ
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
最
初
の
壌
実
で
あ

る
。
蓋
明
以
降
の
歴
代
天
皇
は
、
神
道
的
規
制
を
忌
む
こ
と
が
で
き
ず
、
し

た
が
っ
て
仏
教
の
受
容
に
踏
み
き
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
仏
心
伝
来

以
降
約
一
世
紀
を
経
た
欝
明
天
皇
の
時
代
に
い
た
っ
て
、
は
じ
め
て
仏
教
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

宮
廷
に
滲
透
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
の
「
宮
廷
仏
教
」
も
、

天
皇
に
よ
る
私
的
な
仏
教
受
容
で
あ
り
、
そ
の
限
り
、
基
本
的
に
は
、
　
「
氏

族
仏
教
」
の
枠
を
出
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
で
天
武
天
皇
の
時
代

に
な
る
と
、
鎮
護
国
家
を
期
待
す
る
新
し
い
仏
教
の
動
き
が
あ
ら
わ
れ
て
く

る
。
大
早
に
際
し
、
使
者
を
四
方
に
遣
わ
し
て
神
謀
に
祈
る
と
共
に
、
僧
尼
を

請
う
て
雨
を
祈
ら
し
め
（
天
武
紀
五
年
六
月
条
）
、
収
穫
期
に
も
諸
国
に
使
者
を

送
っ
て
、
　
『
金
光
明
経
』
や
『
仁
董
経
』
を
講
説
せ
し
め
る
こ
と
が
あ
っ
た

（
天
武
紀
五
年
十
一
月
条
）
。
天
武
天
皇
が
、
全
国
的
規
模
に
お
い
て
、
五
穀
豊

饒
の
仏
車
法
会
を
行
っ
た
こ
と
は
、
国
家
仏
教
の
成
立
の
事
実
を
示
し
て
い

　
　
　
　
　
④

る
と
解
さ
れ
る
。
私
は
、
天
服
薬
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
「
氏
族
仏
教
」

や
、
こ
れ
と
同
種
の
「
宮
延
仏
教
」
の
定
着
を
ふ
ま
え
て
、
　
「
国
家
仏
教
」

が
形
成
さ
れ
て
き
た
と
考
え
る
が
、
と
こ
ろ
で
天
武
朝
以
降
、
護
国
の
経
典

と
し
て
語
用
さ
れ
た
の
は
、
右
に
挙
げ
た
『
金
光
明
経
』
と
『
仁
王
経
』
で

あ
ろ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
一
．
金
光
明
経
』
の
護
国
的
性
格
に
つ
い
て
は
、
先
学
の
、
所
論
が
あ
り
、
改

め
て
述
べ
る
要
は
な
い
。
　
『
日
本
書
紀
』
の
記
述
か
ら
推
定
す
る
と
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

経
典
は
、
孝
徳
朝
ご
ろ
か
ら
宮
廷
で
用
い
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
し

か
し
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
　
『
金
光
開
経
』
の
別
の
側
膝
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
　
『
金
光
明
経
』
は
、
そ
の
題
名
が
示
す
と
お
り
、
光
り
輝

く
嚢
現
に
満
た
さ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
そ
の
光
開
は
、
太
陽
に
喩
え
ら
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
『
金
光
明
経
』
は
、
「
金
光
微
妙
の
経
典
」
で
あ
り
、
「
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

な
る
こ
と
、
臼
の
中
す
る
と
き
、
悉
く
能
く
遍
く
照
ら
す
が
如
し
」
と
讃
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
如
来
の
身
は
、
　
「
金
色
微
妙
」
で
あ
り
、
そ
の
光
は
、

「
遠
く
照
ら
し
て
、
諸
方
に
遍
き
こ
と
、
猶
ほ
日
月
の
虚
空
に
充
満
す
る
が

⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

如
．
－
…
／
＼
　
「
無
上
の
仏
土
、
大
光
普
く
照
ら
す
」
と
表
現
さ
れ
る
。
法
の
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

徴
で
あ
る
金
鼓
は
、
「
其
の
明
、
普
く
照
ら
す
こ
と
、
喩
え
ば
日
光
の
如
し
」
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と
い
う
よ
う
に
、
光
り
輝
く
太
陽
“
日
が
、
金
光
明
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ま
た
、
仏
法
に
帰
依
す
る
「
日
の
天
子
」
の
言
葉
も
見
ら
れ
る
。
い
っ
ぽ
う

『
日
本
書
紀
』
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
装
い
は
、
　
「
光
華
明
彩
、

照
扁
徹
於
六
合
之
内
こ
で
あ
っ
た
。
　
「
大
日
嬰
貴
」
か
ら
「
天
照
大
神
」
へ

の
進
展
の
過
程
に
は
、
し
た
が
っ
て
、
天
上
界
を
照
ら
す
光
の
根
源
と
し
て

の
観
念
が
、
生
じ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
私
は
、
　
『
金
光
明
経
』
の
記

述
内
容
、
　
と
り
わ
け
随
所
に
く
り
か
え
さ
れ
光
明
の
表
現
が
、
　
光
り
、
輝
く

「
天
照
大
神
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
に
、
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
思
う
。

　
さ
ら
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
　
『
金
光
明
経
』
が
読
請
さ
れ
た
仏
殿
の
内
部

の
神
秘
的
な
雰
囲
気
で
あ
る
。
壇
上
に
は
、
塗
金
を
施
さ
れ
た
釈
迦
像
な
ど

が
安
澱
さ
れ
て
い
た
が
、
ほ
の
暗
い
三
内
で
、
燦
然
と
光
を
放
つ
こ
れ
ら
の

金
銅
像
は
、
不
断
に
、
具
体
的
な
「
光
明
」
そ
の
も
の
の
印
象
を
植
え
つ
け

た
で
あ
ろ
う
。
仰
ぎ
み
る
等
身
大
の
、
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
金
色
の
仏
像
も
、

「
天
照
大
神
」
像
の
創
出
に
、
直
接
か
か
わ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
思
う
。

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
㈲
『
書
紀
』
第
一
ノ
一
書
に
記
さ
れ
た
天
孫
降
臨
説

話
は
、
こ
の
種
の
説
話
の
最
終
的
な
発
展
段
階
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
こ
こ
に
あ
ら
わ
れ
る
神
勅
文
◎
の
後
半
の
内
容
は
、

　
ω
統
治
権
の
根
源
を
説
明
し
、
こ
れ
を
ア
マ
テ
ラ
ス
の
付
託
と
す
る
。

　
②
皇
孫
に
よ
る
統
治
の
永
遠
性
を
予
言
し
、
こ
れ
を
祝
福
す
る
。

の
こ
点
に
要
約
さ
れ
る
。
な
お
働
グ
ル
ー
プ
で
は
、

　
③
ア
マ
テ
ラ
ス
は
皇
祖
神
で
あ
る
。

と
す
る
主
張
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
さ
て
金
岡
秀
友
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
　
『
金
光
明
経
』
の
帝
王
観
の
中
．
心

を
な
す
の
は
、
　
「
正
法
正
論
」
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
第
一
に
、
君
主
の
絶

対
性
に
宗
教
的
根
拠
を
与
え
る
た
め
、
帝
王
神
権
説
と
い
う
超
現
実
的
ド
グ

マ
が
説
か
れ
、
第
二
に
、
封
建
君
主
に
対
し
、
宗
教
的
倫
理
的
指
導
性
を
与

え
る
た
め
の
政
治
原
理
が
説
か
れ
て
い
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
前
者
の
帝

王
神
権
説
で
あ
る
が
、
そ
の
説
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
王
が
王
と
し
て
の
使

命
を
受
け
、
母
で
あ
る
王
妃
の
胎
内
に
入
る
の
は
、
人
為
的
な
力
に
よ
る
の

で
は
な
く
、
善
神
の
加
被
力
の
し
か
ら
し
め
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
人
力
を
絶

し
て
い
る
。
王
は
、
し
た
が
っ
て
、
天
の
子
で
あ
り
、
神
の
子
で
あ
る
。
人

闘
世
界
に
生
を
受
け
た
と
は
い
え
、
．
そ
の
尊
貴
性
は
神
（
諸
天
）
と
異
な
ら

な
い
。
こ
う
し
て
『
金
光
明
経
』
は
、
君
主
の
世
襲
制
を
宗
教
的
に
擁
護
す

る
の
で
あ
る
。

　
金
岡
氏
の
見
解
は
右
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
ひ
る
が
え
っ
て
、
統
治
権
の

根
源
を
皇
祖
神
と
し
て
の
ア
マ
テ
ラ
ス
に
求
め
、
し
た
が
っ
て
、
尊
簑
性
を

紐
帯
と
す
る
世
襲
の
天
皇
が
、
日
本
に
君
臨
す
る
と
す
る
神
勅
文
の
思
想
と

対
比
す
る
と
き
、
そ
の
類
似
に
驚
か
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
皇
祖
神
と
し
て
の

ア
マ
テ
ラ
ス
の
神
格
の
形
成
に
も
、
　
『
金
光
明
経
』
の
教
説
が
直
接
の
影
響

を
与
え
て
い
る
と
思
う
。
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ま
た
私
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
、
ニ
ニ
ギ
に
国
土
統
治
の
神
勅
を
授
け
た
こ

と
、
つ
ま
り
「
言
葉
」
を
も
っ
た
こ
と
に
も
、
　
『
金
光
明
経
』
の
示
唆
が
あ

っ
た
と
考
え
る
。
天
孫
降
臨
説
話
の
㈱
グ
ル
ー
プ
で
は
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
が

一
＝
一
ギ
に
降
臨
を
司
令
す
る
が
、
そ
こ
に
は
、
国
土
の
統
治
を
命
ず
る
「
言

葉
」
は
な
か
っ
た
。
統
治
の
意
味
を
ふ
く
ん
だ
言
葉
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、

働
グ
ル
ー
プ
の
㈲
⑥
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
ア
マ
テ
ラ
ス
が
、
言
葉
を
発
す
る

主
体
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
仏
教
の
経
典
は
一
般
に
、
「
仏
」
が
、
「
一

時
」
、
特
定
の
場
所
に
住
し
、
諸
弟
子
や
大
衆
に
対
し
て
法
を
説
く
形
式
を

と
っ
て
お
り
、
そ
し
て
『
金
光
明
経
』
の
場
合
、
仏
が
王
舎
大
城
の
誓
閤
嘱

山
に
住
し
て
説
い
て
い
る
が
、
　
「
仏
」
を
「
天
照
大
神
」
に
、
「
蓄
閣
幌
山
」

を
「
高
天
原
」
に
、
そ
し
て
「
諸
菩
薩
」
な
ど
を
「
一
＝
一
一
」
「
諸
徳
神
」
に

お
さ
か
え
れ
ば
、
両
者
は
同
一
の
構
想
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。
雷
葉
を
告
げ
る
者
と
、
そ
れ
を
聞
く
者
と
の
対
応
関
係
は
、
仏
教

経
典
の
基
本
形
式
で
あ
り
、
私
は
、
㈲
㈲
に
見
ら
れ
る
神
勅
授
受
の
発
想
は
、

経
典
か
ら
学
ば
れ
た
と
考
え
る
。
た
だ
し
、
天
孫
降
臨
説
話
に
与
え
た
仏
教

の
影
響
を
仮
定
す
る
場
合
、
必
ず
し
も
『
金
光
明
経
』
の
み
を
挙
げ
る
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
し
か
し
『
金
光
明
経
』
は
、
天
武
・
持
統
期
に
尊
重
さ
れ

　
　
⑭

て
お
り
、
ま
た
後
述
す
る
よ
う
に
、
私
は
、
㈲
『
書
紀
』
第
一
ノ
一
書
の
改

作
者
と
し
て
、
申
臣
大
嶋
を
想
定
す
る
の
で
、
と
く
に
『
金
光
明
経
』
に
注

目
す
る
の
で
あ
る
。

①
｝
津
田
左
右
吉
『
日
本
古
典
の
研
究
』
下
、
（
東
京
、
　
一
九
六
三
年
・
）
、
ゴ
＝
一
コ
ー

　
三
三
三
百
ハ
。

②
　
三
一
王
郎
『
日
本
思
想
史
の
諸
問
題
』
（
東
京
、
一
九
四
八
年
）
、
五
六
－
六
〇
頁
。

③
　
田
村
圓
澄
『
飛
鳥
仏
教
史
研
究
』
（
東
京
、
一
九
六
九
年
）
、
四
〇
頁
。

（…

c
　
受
業
、
　
四
【
六
百
ハ
。

⑤
　
二
一
郎
『
日
本
仏
教
史
論
』
（
東
京
、
一
九
餌
㈱
年
）
、
四
四
－
七
穴
頁
。

⑥
田
村
圓
澄
、
前
掲
君
、
一
八
一
…
一
八
六
頁
。

⑦
　
「
所
謂
金
光
　
微
妙
経
典
　
明
如
二
日
中
　
悉
能
遍
照
こ
　
（
善
集
品
、
大
正
蔵

　
経
巻
十
六
、
三
四
八
頁
）
。

⑧
　
　
一
，
如
来
之
身
金
色
微
妙
」
（
讃
仏
品
、
同
右
、
三
五
六
頁
）
。

⑨
　
　
「
其
光
遠
照
　
遍
二
二
諸
方
一
円
如
三
日
月
　
充
二
満
虚
空
一
」
（
讃
仏
品
、
同
右
、

　
三
五
七
頁
）
。

愈
　
一
，
無
上
仏
日
　
大
光
普
照
」
（
餓
紅
焔
、
問
右
、
三
三
七
）
。

轟
蟹
　
　
「
晶
共
明
μ
舵
田
昭
描
喩
加
朋
二
円
円
光
一
」
（
撒
職
悔
口
悶
、
岡
右
、
　
庸
＝
二
六
百
ハ
）
、

藁
　
「
日
之
天
子
」
「
日
天
子
」
（
鬼
神
品
、
同
右
、
三
五
〇
頁
）
。

漁
　
金
岡
秀
友
「
金
光
明
経
の
帝
王
観
と
そ
の
シ
ナ
・
日
本
的
受
容
」
（
『
仏
教
史
学
』

　
穴
巻
四
号
、
京
都
、
一
九
五
七
年
）
。

脅
　
田
村
圓
澄
「
日
本
古
代
仏
教
に
お
け
る
旧
訳
経
典
と
新
訳
経
典
」
（
『
古
代
学
』

　
十
八
巻
一
号
、
一
九
七
一
年
）
。

　
　
　
　
三
『
金
光
明
経
』
と
神
勅
文

　
私
は
、
　
ア
岬
、
テ
ラ
ス
の
特
性
と
し
て
、
　
国
土
の
統
治
を
命
令
す
る
　
「
言

葉
」
を
も
ち
、
ま
た
光
り
輝
く
姿
を
し
て
お
り
、
さ
ら
に
、
天
皇
家
の
氏
神
、

す
な
わ
ち
皇
祖
神
で
あ
る
こ
と
の
三
点
を
挙
げ
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
神
格

の
形
成
に
、
仏
教
思
想
、
と
く
に
『
金
光
明
経
』
の
教
説
が
、
直
接
に
影
響
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を
及
ぼ
し
て
い
る
と
推
定
し
た
。
し
か
し
『
金
光
明
経
』
の
影
響
は
、
こ
れ

だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
私
は
、
　
「
天
照
大
神
」
そ
の
も
の
の
形
成
は
も
と

よ
り
、
　
「
天
照
大
神
」
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
神
勅
文
の
内
容
、
さ
ら
に

神
勅
文
授
与
の
構
想
に
も
、
仏
教
の
示
唆
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。

　
ま
ず
神
勅
文
⑥
の
後
半
は
、
皇
孫
に
よ
る
統
治
の
永
字
性
を
予
祝
す
る
が
、

こ
れ
は
経
典
の
「
授
記
」
　
「
懸
記
」
と
同
じ
発
想
に
も
と
づ
い
て
い
る
。

　
　
是
の
諸
の
衆
生
、
是
の
経
を
聴
き
己
っ
て
、
未
来
世
無
量
百
千
那
由
他
劫
に
於
い

　
　
て
、
常
に
天
上
人
中
に
在
り
て
楽
を
受
け
、
諸
仏
に
値
遇
し
、
速
に
凝
霜
多
羅
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
貌
三
蓄
疑
を
成
じ
て
、
三
悪
道
の
苦
、
悉
く
畢
っ
て
余
り
無
げ
ん
。

　
菩
閣
掘
山
で
法
を
聴
い
た
諸
の
衆
生
は
、
仏
か
ら
、
永
劫
の
未
来
世
に
お

け
る
成
仏
を
予
需
さ
れ
る
が
、
こ
の
「
授
記
」
は
、
い
っ
ぽ
う
天
孫
降
臨
説

話
で
、
一
＝
一
ギ
が
ア
町
、
テ
ラ
ス
か
ら
宝
酢
の
無
窮
を
予
祝
さ
れ
る
の
と
、
同

一
の
立
場
に
あ
る
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
　
『
金
光
明
経
』
に
お
い
て
は
、

た
と
え
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
未
来
世
に
於
い
て
常
に
天
上
人
中
に
生
じ
て
楽
を
受
け
ん
。

　
　
未
来
世
に
於
い
て
諸
仏
に
値
遇
し
、
疾
く
阿
褥
多
羅
三
貌
三
菩
提
を
証
成
す
る
こ

　
　
　
③

　
　
と
を
得
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
　
未
来
世
に
於
い
て
当
に
阿
褥
多
羅
三
層
三
菩
提
を
成
ず
べ
し
。

の
よ
う
に
、
遠
い
未
来
世
に
か
け
て
の
予
祝
・
予
言
が
あ
る
が
、
神
勅
文
⑥

の
後
半
に
見
ら
れ
る
宝
寺
の
天
壌
無
窮
を
予
祝
す
る
構
想
は
、
『
金
光
明
経
』

の
「
叡
旨
」
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
思
う
。

　
　
爾
の
時
、
釈
迦
牟
尼
仏
、
三
昧
よ
り
起
ち
て
大
神
力
を
現
じ
、
右
手
を
以
っ
て
諸

　
　
の
菩
薩
忌
詞
薩
の
頂
を
摩
し
、
諸
の
天
王
、
及
び
諸
の
龍
王
、
二
十
八
部
、
散
脂

　
　
鬼
神
大
将
軍
等
と
与
に
、
而
も
是
の
言
を
作
さ
く
、
「
我
、
無
量
百
千
万
億
恒
河

　
　
沙
劫
に
於
い
て
、
是
の
金
光
明
微
妙
の
経
典
を
修
習
す
、
汝
等
、
当
に
受
持
し
読

　
　
謙
し
て
、
広
く
此
の
法
を
宣
ぶ
べ
し
、
復
た
閣
浮
提
の
内
に
於
い
て
断
絶
せ
し
む
，

　
　
　
　
　
⑤

　
　
る
こ
と
罷
鵬
」
o

　
　
　
　
イ
♂
弓
4

　
釈
迦
が
、
菩
薩
や
天
王
・
龍
王
ら
の
対
告
衆
に
対
し
、
　
『
金
光
明
経
』
の

受
持
を
勧
め
、
閻
浮
提
に
お
い
て
断
絶
せ
し
む
る
こ
と
な
か
れ
と
説
く
発
想

は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
、
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
ら
の
五
部
神
の
前
で
、
ニ
ニ
ギ
に
宝

酢
の
無
窮
を
告
げ
る
条
と
、
あ
い
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。

　
天
孫
降
臨
説
話
の
働
グ
ル
ー
プ
の
う
ち
、
㈲
ニ
ノ
一
書
で
は
、
ア
マ
テ
ラ

ス
が
ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
に
宝
鏡
を
授
け
、

　
　
吾
児
、
視
二
此
宝
鏡
一
当
レ
猶
レ
観
レ
吾
、
可
三
与
同
レ
床
共
レ
殿
以
為
二
斎
鏡
↓

と
告
げ
、
ま
た
、
ア
メ
ノ
認
ヤ
ネ
と
フ
ト
ダ
マ
に
は
、

　
　
欝
欝
二
神
亦
同
侍
二
殿
内
↓
鰻
掴
防
護
司

と
命
じ
た
。
ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
が
天
降
り
す
る
途
中
で
、
一
＝
一
ギ
が
生
ま

れ
た
の
で
、
ニ
ニ
ギ
が
父
に
代
わ
っ
て
降
る
こ
と
と
な
り
、
ア
マ
テ
ラ
ス
は
、

ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
・
フ
ト
ダ
マ
な
ら
び
に
「
翌
翌
神
」
ら
に
命
じ
て
、
一
＝
一
ギ

　
　
　
　
　
　
⑥

に
随
従
せ
し
め
た
。
㈲
『
古
事
記
』
で
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
タ
カ
ギ
ノ
ヵ
ミ
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の
命
を
受
け
、
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
ら
の
「
五
伴
維
」
を
一
＝
一
ギ
に
そ
え
て
降
ら

せ
る
が
、
ま
た
三
種
の
神
宝
を
一
＝
一
ギ
に
授
け
、

　
　
此
の
鏡
は
、
専
ら
我
が
御
．
魂
と
し
て
、
吾
が
御
前
を
拝
く
が
如
斎
き
奉
れ
。

と
命
じ
た
。
⑥
『
書
紀
』
第
一
ノ
一
書
で
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
三
種
の
神
宝

を
ニ
ニ
ギ
に
授
け
、
ま
た
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
ら
の
「
五
部
神
」
に
命
じ
て
一
＝
一

ギ
に
配
侍
さ
せ
、
そ
の
上
で
、
ニ
ニ
ギ
に
神
勅
を
下
し
て
い
る
。
と
も
あ
れ
、

働
グ
ル
ー
プ
で
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
、

ま
た
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
を
中
心
と
す
る
神
々
が
そ
ろ
い
、
ニ
ニ
ギ
に
随
従
し
て

天
降
り
し
、
皇
統
を
擁
護
す
る
こ
と
に
な
る
。
諸
氏
神
に
よ
る
皇
統
擁
護
の

観
念
の
成
立
に
も
、
　
『
金
光
明
経
』
が
示
竣
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

　
　
護
世
の
四
王
　
諸
の
官
属
　
尊
及
び
無
量
の
　
｛
侠
叉
の
衆
を
築
い
て
　
悉
く
来
（
ノ

　
　
て
　
是
の
経
を
持
す
る
者
を
擁
護
す
　
大
弁
天
神
　
尼
連
河
神
　
鬼
子
摂
神
　
地

　
　
神
竪
、
牢
大
王
雲
叢
　
三
十
三
天
大
神
龍
王
　
緊
那
羅
王
　
迦
楼
羅
王
　
霧
雪

　
　
羅
王
　
其
の
轡
属
と
　
悉
く
共
に
彼
に
至
り
　
是
の
人
を
擁
護
し
て
　
霊
夜
離
れ

　
　
⑦

　
　
ず
。

　
大
弁
天
神
な
ど
の
神
々
や
そ
の
谷
属
が
、
　
『
金
光
明
経
』
を
受
持
す
る
者

を
擁
護
し
て
、
昼
夜
離
れ
な
い
と
す
る
考
え
は
、
神
鏡
虹
皇
統
を
擁
護
す
る

五
部
神
の
あ
り
方
と
似
て
い
る
。
五
部
神
に
つ
い
て
は
、
古
代
韓
民
族
の
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

部
の
制
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
す
る
見
郷
が
あ
る
。
松
前
健
氏
に
よ
れ
ば
、

高
句
麗
と
百
済
に
は
、
族
制
と
し
て
の
五
部
・
五
方
の
組
織
が
あ
っ
た
が
、
な

か
で
も
五
部
の
思
想
は
、
百
済
系
移
住
民
の
手
に
よ
っ
て
日
本
に
移
植
さ
れ
、

宮
延
内
に
酸
成
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
れ
を
背
景
と
し
て
、
天
孫
降
臨
説
話
に

本
場
す
る
ア
マ
テ
ラ
ス
の
従
属
神
は
、
大
陸
文
化
的
な
五
部
と
い
う
理
念
に

整
理
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
と
も
あ
れ
、
天
孫
降
臨
説
話
の
五
部
神
は
、

封
済
系
の
五
部
思
想
を
媒
介
と
し
て
成
立
し
た
と
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
私
は
、
五
部
神
に
付
与
さ
れ
た
職
務
に
注
目
す
る
。
五
部
神
は
、

神
鏡
薪
皇
統
の
擁
護
に
任
ず
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
職
務
は
、
百
済

の
五
部
に
見
出
し
え
な
い
の
み
な
ら
ず
、
五
部
神
以
外
の
神
々
に
も
見
ら
れ

な
い
の
で
あ
る
。

　
　
も
し
晶
膏
男
子
、
善
女
人
あ
っ
て
、
未
来
世
の
中
に
於
い
て
、
此
の
経
典
を
受
持
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
　
読
論
ず
る
者
あ
ら
ば
、
汝
等
諸
の
天
、
常
に
当
に
擁
護
す
べ
し
。

　
譲
天
や
善
神
が
、
　
『
金
光
明
経
』
の
受
持
者
を
擁
護
す
る
と
い
う
思
想
は
、

皇
統
を
擁
護
す
る
三
部
神
の
イ
メ
ー
ジ
の
構
想
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

う
。
ま
た
、
閻
浮
提
を
「
擁
護
」
し
、
国
王
や
そ
の
人
民
を
「
一
念
」
す
る

四
芙
王
や
鬼
神
に
つ
い
て
の
記
述
も
、
諸
部
神
の
観
念
の
成
立
に
、
示
唆
す

る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
ア
岬
こ
ア
ラ
ス
が

譜
都
神
が
居
な
ら
ぶ
前
で
、
ニ
ニ
ギ
に
国
土
の
統
治
を
命
じ
、
宝
酢
の
無
窮

を
祝
福
す
る
構
想
は
、
仏
教
思
想
、
と
く
に
『
金
光
明
経
』
の
教
説
に
学
ん

だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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①
「
是
諸
衆
生
聴
二
是
経
榊
己
、
於
二
未
来
瞳
無
彙
百
千
那
由
他
劫
（
常
在
二
天
上
人

　
中
一
受
レ
楽
、
値
二
遇
諸
仏
h
速
成
二
藍
褥
多
羅
三
貌
菩
提
哨
三
悪
道
苦
悉
畢
無
レ
余
」

　
（
功
徳
天
品
、
大
正
蔵
経
、
巻
十
六
、
　
二
圏
五
頁
）
。

②
「
於
二
未
来
堂
常
生
二
天
上
人
中
｝
受
レ
楽
」
（
堅
牢
地
神
品
、
同
右
、
三
四
六

　
頁
）
。

③
「
於
二
未
来
世
一
二
二
遇
諸
仏
蝋
疾
得
レ
証
二
成
阿
重
三
羅
三
二
三
菩
提
こ
（
雲
脂

　
鬼
神
ロ
開
、
同
右
、
　
三
四
山
ハ
）
。

④
「
於
二
未
来
世
納
蝸
レ
成
二
阿
褥
多
羅
三
貌
士
一
菩
提
こ
へ
授
記
贔
、
同
右
、
三
五

　
一
頁
）
。

⑤
「
爾
時
釈
迦
牟
尼
仏
、
従
二
三
昧
｝
三
訂
二
曲
神
力
哨
以
二
右
手
｝
摩
二
諸
菩
薩
摩
詞

　
薩
頂
｛
与
二
諸
天
王
及
諸
龍
王
二
十
八
部
散
脂
鬼
神
大
将
軍
等
州
而
作
ユ
是
言
納
我

　
於
二
無
量
百
千
万
億
恒
河
沙
劫
↓
修
二
習
是
金
光
明
微
経
典
h
汝
等
楽
三
受
持
読
禰

　
広
宣
二
此
法
嚇
復
於
二
閣
浮
提
内
一
二
レ
令
二
断
絶
こ
（
嘱
二
品
、
岡
右
、
三
五
八
頁
）
。

⑥
天
孫
降
臨
説
話
の
⑧
グ
ル
ー
プ
で
、
ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
が
付
加
さ
れ
た
事
情

　
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
天
孫
降
臨
説
話
と
中
臣
・
藤
原
氏
」
（
『
史
淵
』
一
〇
三
輯
、

　
福
駒
、
一
九
七
一
年
）
参
照
。

⑦
「
護
世
四
王
将
旧
凹
諸
宮
属
一
＃
及
二
無
量
夜
叉
之
衆
榊
悉
来
擁
下
護
持

　
二
是
経
一
者
嘉
　
大
弁
天
神
　
尼
連
河
神
　
鬼
子
愚
神
　
地
神
堅
牢
　
大
梵
尊
天

　
三
十
三
天
大
神
龍
王
　
緊
那
羅
王
迦
楼
羅
王
与
二
其
谷
属
一
塁
共
至
レ
彼

　
擁
二
護
是
人
醐
昼
夜
不
レ
離
」
（
序
品
、
大
正
蔵
経
、
巻
十
六
、
三
三
五
頁
）
。

⑧
松
前
健
「
大
嘗
祭
と
記
紀
神
話
」
（
『
日
本
書
紀
研
究
』
第
四
冊
所
収
、
東
京
、

　
一
九
七
〇
年
）
。

⑨
門
我
等
四
王
二
十
八
部
諸
鬼
神
等
、
及
無
量
百
千
鬼
神
、
以
三
聖
天
眼
過
二
於
人

　
胴
眠
↓
常
陰
口
擁
…
巴
み
談
此
㎜
閻
四
浮
提
｝
」
（
鰯
天
不
育
悶
、
∴
人
正
蔵
経
、
日
銀
十
・
山
ハ
、
三
四
｝
百
ハ
）
。

⑩
　
　
「
三
二
下
念
聴
二
二
経
典
一
二
国
王
等
及
其
人
民
上
、
二
二
其
患
二
一
悉
令
二
安
隠
↓

　
他
方
怨
賊
亦
使
二
退
散
一
（
四
天
王
品
、
同
右
、
三
四
一
頁
）
。

四
『
金
光
明
経
』
と
中
臣
大
嶋

　
天
明
嫌
降
臨
説
話
の
醐
グ
ル
ー
プ
の
改
作
に
つ
い
て
、
私
は
、
中
臣
大
嶋
∵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

藤
原
不
比
等
の
意
図
が
加
わ
っ
て
い
た
と
考
え
る
が
、
仏
教
思
想
、
と
く
に

『
金
光
明
経
』
の
影
響
に
焦
点
を
し
ぼ
る
な
ら
ば
、
中
隠
大
嶋
の
役
割
に
注

属
し
た
い
。中

臣
（
藤
原
〉
氏
系
図

　
　
　
1
御
食
子
－
鎌

可
多
能
祐
－
…
国
　
子
一
国

足
H
麓

足
i
意
美
麻
呂

　1　糠
　季
rl

．許金

　米rl
安大

聖嶋

　
「
中
臣
氏
本
系
帳
」
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
の
廿
一
世
の
孫
に
あ
た

る
中
臣
可
多
能
砧
は
、
敏
達
天
皇
に
仕
え
た
。
可
多
能
詰
の
父
の
常
盤
は
、

欽
明
天
皇
に
仕
え
た
が
、
こ
れ
ま
で
の
「
卜
部
」
に
か
え
て
、
　
「
中
臣
連
」

の
姓
を
賜
っ
た
と
い
う
。
中
臣
氏
が
宮
廷
の
祭
官
と
し
て
の
地
位
を
確
立
す

る
の
は
、
七
世
紀
前
半
の
欽
明
朝
ご
ろ
で
あ
ろ
う
。
可
多
能
詰
に
は
三
子
が

あ
り
、
第
一
流
は
、
御
食
子
1
鎌
足
－
不
言
等
と
つ
づ
き
、
第
二
流
は
、
国

子
i
国
足
－
意
美
麻
呂
と
つ
づ
き
、
第
三
流
は
、
糠
手
子
…
許
米
－
大
嶋
と
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いわゆる「神勅文」の成立と仏教（田村）

つ
づ
い
て
い
る
。

　
さ
て
大
嶋
に
つ
い
て
い
え
ば
、
天
武
天
皇
が
川
嶋
皇
子
ら
十
二
名
に
詔
し
、

帝
紀
お
よ
び
上
古
の
諸
事
を
記
定
せ
し
め
た
と
き
、
大
嶋
は
平
群
子
首
と
と

も
に
、
筆
を
執
っ
て
録
し
た
（
天
武
紀
十
年
三
月
条
）
。
持
統
天
皇
の
即
位
に
際

し
、
大
嶋
は
神
颪
伯
と
し
て
天
神
寿
詞
を
読
み
、
忌
部
色
夫
知
は
、
神
璽
の

剣
と
鏡
を
皇
后
に
奉
上
し
た
（
持
統
紀
四
年
正
月
条
）
。
即
位
の
前
年
の
持
統
三

年
に
飛
鳥
浄
御
原
令
が
施
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
察
す
る
と
、
大
嶋
は
、

初
代
の
神
祇
伯
に
任
ぜ
ら
れ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
神
祇
宮
制
度
の
謂
設
に
よ
り
、
宮
廷
躍
律
令
制
の
祭
杷
体
制
が
完
成
し
、

中
臣
大
嶋
は
、
そ
の
首
座
を
占
め
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
宮
延
”
律
令
制
の

祭
官
団
に
お
け
る
中
臣
氏
の
地
位
の
確
立
は
、
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
が
主
役
と
な

っ
て
、
皇
祖
神
と
し
て
の
天
照
大
神
を
祭
る
岩
戸
が
く
れ
説
話
、
ま
た
天
孫

降
臨
説
話
の
鋤
グ
ル
ー
プ
の
成
立
に
対
応
し
て
い
る
。
大
嶋
が
、
天
神
地
域

を
祭
る
神
言
官
の
長
官
の
地
位
を
確
保
し
た
こ
と
と
、
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
が
諸

神
の
筆
頭
の
座
に
定
着
し
た
こ
と
と
は
、
同
質
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
神
田

令
に
よ
っ
て
、
諸
神
祇
に
霜
駕
す
る
天
照
大
神
の
格
式
と
権
威
が
、
法
的
・

制
度
的
に
完
成
し
た
が
、
同
時
に
、
諸
神
祇
の
な
か
で
、
天
照
二
神
に
最
も

近
い
座
を
も
つ
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
の
格
式
と
特
権
が
、
合
法
的
に
承
認
さ
れ
た

こ
と
で
も
あ
っ
た
。
律
令
法
に
よ
る
神
舐
官
制
度
の
確
立
、
つ
ま
り
皇
檀
紳

と
し
て
の
天
照
大
神
、
お
よ
び
天
照
大
神
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
ア
マ
ノ

コ
ヤ
ネ
の
二
神
の
地
位
と
特
権
の
圃
定
化
に
、
初
代
の
神
紙
伯
に
任
じ
た
，
甲

臣
大
嶋
が
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
、
察
す
る
に
難
く
な
い
。
持

統
紀
三
年
八
月
条
に
、

　
　
峯
奮
闘
壬
午
、
百
官
会
一
集
於
黒
帯
官
↓
葡
奉
二
七
天
神
地
紙
武
事
哺

と
あ
る
の
は
、
神
祇
伯
中
臣
大
嶋
が
、
百
官
に
対
し
、
皇
祖
神
で
あ
る
天
照

大
神
、
お
よ
び
天
照
大
神
を
頂
点
と
す
る
神
機
譜
の
諸
神
に
つ
い
て
の
勅
宣

を
患
え
た
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
天
の
岩
戸
の
前
で
、
八
十
万
神
と
共

に
天
照
大
神
を
祭
っ
た
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
の
役
割
と
照
応
し
て
い
る
。

　
注
目
さ
れ
る
の
は
、
宮
廷
の
祭
富
を
世
職
と
し
て
い
る
と
は
い
え
、
し
か

し
中
臣
氏
の
三
流
は
、
い
ず
れ
も
仏
教
に
帰
依
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
ま

ず
敏
二
流
で
は
、
藤
原
鎌
足
が
氏
寿
の
厩
坂
寺
（
山
階
寺
）
を
建
立
し
、
孝

徳
天
皇
の
自
雑
四
年
に
は
、
十
一
歳
の
長
男
の
定
器
を
学
問
僧
と
し
て
唐
に

　
　
②

送
っ
た
。
ま
た
家
財
を
施
入
し
て
、
法
興
寺
の
摂
論
衆
設
置
に
授
助
を
与
え

　
　
　
　
　
　
　
　
③

た
の
も
鎌
足
で
あ
っ
た
。
第
二
流
で
は
、
国
足
が
仏
教
に
帰
依
し
て
い
る
。

と
い
う
の
は
、
そ
の
氏
寺
で
あ
る
中
一
帯
、
す
な
わ
ち
放
光
寺
は
、
国
足
の
創

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

建
に
な
（
、
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
中
臣
寺
は
、
奈
良
県
天
理
市
中

　
　
　
　
　
⑤

之
獲
に
あ
っ
た
。
第
三
流
の
仏
教
帰
依
は
、
大
嶋
、
な
い
し
そ
の
父
の
許
米

の
時
．
代
に
始
ま
っ
た
。
白
磁
四
年
に
、
鎌
足
の
長
男
の
定
恵
が
入
唐
し
た
と

き
、
大
嶋
の
弟
の
安
達
も
、
学
問
僧
と
し
て
同
船
し
た
。
安
達
に
つ
い
て

は
、
入
唐
後
の
消
息
が
不
明
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
日
本
に
帰
っ
た
か
否
か
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も
、
不
賜
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
し
か
し
、
大
唐
学
問
僧
を
弟
に
も
っ
た
こ

　
と
が
ら
し
て
も
、
大
嶋
の
仏
教
に
対
す
る
態
度
の
一
端
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ

　
う
。

　
　
大
嶋
の
仏
教
帰
依
を
う
か
が
う
貴
重
な
資
料
が
あ
る
。
角
落
寺
は
、
奈
良

　
県
桜
井
市
新
序
に
寺
肚
を
遺
し
て
い
る
が
、
談
山
神
社
に
蔵
す
る
野
原
寺
の

　
露
盤
の
銘
文
に
よ
れ
ば
、
持
統
天
皇
の
代
に
、
中
臣
大
嶋
は
草
壁
皇
太
子
の

　
追
善
の
た
め
の
伽
藍
の
建
立
を
思
い
た
っ
た
。
大
嶋
の
在
世
中
に
は
実
現
し

　
な
か
っ
た
が
、
比
売
朝
臣
額
田
が
甲
午
年
か
ら
工
事
に
着
手
し
、
和
銅
八
年

　
に
は
、
金
堂
を
作
っ
て
丈
六
の
釈
迦
像
を
造
顕
し
、
ま
た
三
重
宝
搭
に
露
盤

　
を
置
く
こ
と
が
で
き
た
。
こ
こ
に
い
う
比
売
朝
臣
額
田
は
、
大
嶋
の
女
と
考

　
　
　
⑥

　
え
ら
れ
、
大
嶋
は
持
統
天
皇
七
年
（
六
九
三
）
に
死
ん
だ
と
推
測
ざ
れ
る
の

　
⑦

　
で
、
父
の
素
志
を
嗣
い
だ
比
売
朝
臣
額
田
が
、
甲
午
の
年
、
す
な
わ
ち
父
の

、
死
去
の
翌
年
か
ら
粟
原
寺
の
造
営
に
着
手
し
、
二
十
ご
年
を
経
過
し
た
和
銅

　
八
年
（
七
一
五
）
に
、
よ
う
や
く
完
成
を
み
た
こ
と
に
な
る
。

　
　
粟
原
寺
の
露
盤
の
銘
文
に
よ
っ
て
、
中
臣
大
嶋
の
仏
教
帰
依
の
事
実
が
明

　
確
と
な
る
。
そ
の
大
嶋
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
天
武
甲
の
国
史
の
編
修
に
際

　
し
て
執
筆
の
任
に
あ
た
り
、
ま
た
持
統
朝
に
は
、
初
代
の
神
威
伯
の
ポ
ス
ト

　
に
つ
い
た
が
、
い
っ
ぽ
う
、
　
『
金
光
明
経
』
が
護
国
の
経
典
と
し
て
尊
重
さ

　
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
天
武
・
持
統
期
で
あ
り
、
あ
た
か
も
大
嶋
の
活
躍

期
で
あ
る
。
大
嶋
が
『
金
光
明
経
』
に
関
心
を
も
ち
、
ま
た
そ
の
内
容
を
理

解
す
る
だ
け
の
教
養
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
る
の
は
、
自
然
で
あ
ろ
う
。

　
天
孫
降
臨
説
話
の
⑧
グ
ル
ー
プ
の
改
作
に
、
・
甲
臣
大
嶋
・
藤
原
不
比
等
が

中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
と
推
察
さ
れ
る
が
、
し
た
が
っ
て
、
　
『
金
光
明

経
』
の
思
想
な
い
し
構
想
は
、
中
臣
大
嶋
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
、
そ
し
て
天

孫
降
臨
説
話
の
個
グ
ル
ー
プ
の
追
加
修
正
と
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

画
グ
ル
ー
プ
の
う
ち
、
大
嶋
が
手
を
加
え
た
の
は
、
㈲
㈲
㈹
の
す
べ
て
な
の

か
、
あ
る
い
は
、
そ
の
う
ち
の
ど
れ
か
、
と
い
う
詳
細
に
つ
い
て
は
、
衷
だ

考
察
が
及
ば
な
い
が
、
と
も
あ
れ
、
私
は
、
皇
祖
神
と
し
て
の
天
照
大
神
と
、

そ
れ
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
の
登
場
に
よ
っ
て
特
色
づ
け

ら
れ
る
㈲
グ
ル
ー
プ
の
す
べ
て
が
、
仏
教
思
想
の
影
響
を
う
け
て
い
る
と
考

え
る
の
で
あ
る
。
天
孫
降
臨
説
話
の
発
展
の
過
程
を
分
析
さ
れ
た
三
品
彰
英

氏
は
、
　
「
天
孫
と
そ
の
蕎
孫
が
瑞
穂
ノ
國
を
統
治
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
神

勅
は
、
天
皇
権
の
絶
対
性
の
確
立
を
理
念
と
し
た
推
古
覇
以
後
、
と
く
に
大

化
改
新
に
よ
る
新
政
体
の
成
立
の
時
代
の
思
想
に
応
ず
る
も
の
で
あ
り
、
な

か
ん
ず
く
『
書
紀
』
第
一
ノ
一
書
の
天
恩
無
窮
の
寛
需
に
至
っ
て
は
最
も
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

し
い
、
お
そ
ら
く
は
『
欝
紀
』
撰
述
当
時
の
思
想
に
よ
る
潤
色
で
あ
ろ
う
」

と
説
か
れ
て
い
る
が
、
傾
聴
に
価
す
る
と
思
う
。
国
土
統
治
の
本
源
を
皇
祖

神
の
尊
貴
性
に
求
め
、
さ
ら
に
統
治
の
永
遠
性
を
予
祝
す
る
㈲
『
書
紀
』
第

一
ノ
一
書
に
記
す
神
勅
文
の
造
作
に
は
、
中
臣
大
嶋
の
関
与
が
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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①
田
村
圓
澄
「
天
孫
降
臨
説
話
と
中
臣
・
藤
原
氏
」
（
『
史
淵
』
一
〇
三
輯
、
福

　
岡
、
一
九
七
一
年
）
。

②
同
齢
『
藤
原
鎌
足
』
（
東
京
、
一
九
六
六
年
）
、
＝
一
頁
。

③
同
右
「
摂
論
宗
の
日
本
伝
来
に
つ
い
て
」
（
『
南
都
仏
教
』
二
五
号
、
奈
良
、
一

　
九
六
〇
年
）
。

④
『
尊
卑
分
脈
』
の
國
足
条
に
、
「
放
光
寺
本
願
号
中
臣
自
在
大
和
国
添
下
郡
」

　
と
あ
る
。

⑤
福
山
敏
男
『
奈
良
朝
奪
院
の
研
究
』
（
京
都
、
一
九
四
八
年
）
、
「
中
臣
導
（
放
光

　
寺
）
」
の
項
。

⑥
　
同
右
、
「
粟
原
寺
」
の
項
。

⑦
持
統
紀
七
年
三
月
条
に
、
「
庚
子
、
賜
直
大
弐
葛
原
朝
臣
大
嶋
心
志
一
」
と
あ

　
る
。

③
三
品
彰
英
「
日
本
神
話
論
」
（
『
岩
波
講
座
・
羅
本
歴
史
』
2
3
、
別
巻
2
、
東
京
、

　
｝
九
六
四
ハ
＃
†
）
。

　
　
　
　
　
　
（
九
州
大
学
文
学
部
教
授
・
福

）

いわゆる「神勅文」の成立と仏教（田村）
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writs　of　judicial　nature，　and　contributed　to　making　of　the　common　law

during　about　a　century　after　the　Norman　Conquest．

　　It　is　true　that　the　part　played　by　the　royal　writs　can　be　・traced　back

in　the　days　of　early　NTorman　1〈ings，　as　R．　C．　Van　Caenegem　had　showed

elaborately　in　The　Royal　Writs　in　England　（the　Selclen　Society　publ．），

and　we　are　indebted　deeply　to　his　study　both　in　method　and　in　historical

materials．　But　we． @should　coエ1sider，　moye　seriously　than　this，　tlle　political

motive　initiated　by　Henry，II　for　the　legal　and　constitutional　’reforms，

ending　into　the　establishinent　of　feuclal　monarchy　in　ri？kngland．

The　Formation　of　So－called　“　Shincholez・tbztn　”　（Divine　Order

　　　　　　　　by　Sun－Goddess　Amaterasu）　and　Buddhism

by

Ench6　Tamura

　　According　to　the　narrative　of砺獅古事記and　Nihonsholei日本書糸切，

Stm－Goddnes　Amaterasu，（1）has　Shincholeti神勅of　tlle　reign　of　the

territory　of　Japan，　that　is　to　say，　“wQrd＄，”　（2）　is　tlresseCl　i’n　the　shining

figure，　（3）　and　is　the　Ancestor－Goddness　of　the　emperial　family．

　　These　three　points　are　the　special　character　of　Sun－Gor3dess　Amaterasu

who　distinguished　her　from　other　gods　in　theエlarrative，　but　I　thillk　it

was　Konfe6my∂勿6金光明経that　had　the　direct　influence　to　the　infor－

mation　of　the　image　of　Sun－Goddness　Amaterasu．

　　As　the　title　of　the　sutras　shows，　Konfe6my61ey6　is　filled　with　the

shining　depiction，　and　the　image　of　the　golden　Buddhist　statttes　which

was　laid　in　the　ancient　Buddhist　catheclrals　iB　coininon　to　the　figure　of

Sun－Goddes＄　Amaterasu．

　　The　hint　of“Shinck．oleu，”Ithink，　has　imitated　the　way　of　Kenfei激

雷which　Buddha　guara！ltees　the　enliglユten！nent　of　the　future　world　for

his　disciples　in　the　sutras，　and　the　idea　of　’the　Ancestor－Godcless　of　the

imperial　family　is　equal　to　the　theory　of　the　divine　righLt　of　Kings

which　Konk6m），δfeyo　mentions．　It　was　in　Tenmu天武and　fit6持統

dynasty　that　Konle6my61ey6　was　respected，　but　it　was　Nakatomi－no－Oshima

中臣：大嶋，who　was　a　member　of　the　editorial　sta　ff　of　Japanese　history　in
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Tenmu　dynastry　and　Chief　ofガ㎎伽％神砥官（the　Priests　in　charge　of

festival　of　the　Gods）　in　Jit6　dynasty　that　played　a　very　important　part

in　the　forrnation　of　the　image　of　the　Sun－Goddess　Amaterasu．
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